
第

百

五

十

三

号

令

和

二

年

十

一

月

十

三

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

家
畜
防
疫
対
策
課)

五
四
九
ペ
ー
ジ

告

示

○
農
業
振
興
地
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

農
村
振
興
課)

五
五
一

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
五
一

○
岐
阜
都
市
計
画
の
変
更

(

都
市
政
策
課)

五
五
一

○
美
濃
加
茂
都
市
計
画
の
変
更

(

同

)

五
五
二

○
土
岐
都
市
計
画
の
変
更

(
同

)

五
五
二

○
本
巣
都
市
計
画
の
変
更

(
同

)

五
五
二

○
下
呂
都
市
計
画
の
変
更

(

同

)

五
五
二

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
数
値
等
の
変
更

(

建
築
指
導
課)

五
五
三

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

生
活
衛
生
課)
五
五
三

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

五
五
三

規

則

岐
阜
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
五
号

岐
阜
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中｢

第
十
二
条
た
だ
し
書｣

を｢

第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中｢

規
定
に
よ
る｣

を
削
り
、｢

場
合
は｣

を｢

と
き
は
、｣

に
、｢

見
易
い｣

を｢

見
や
す

い｣

に
改
め
る
。

第
九
条
を
削
る
。

第
十
条
中｢

第
二
十
七
条
第
一
項｣

を｢

第
二
十
七
条｣

に
改
め
、｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
条
を

第
九
条
と
す
る
。

第
十
一
条
中｢

す
べ
て
所
管
家
畜
保
健
衛
生
所｣

を｢

全
て
所
管
家
畜
保
健
衛
生
所
長｣

に
改
め
、

同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

第 153 号 岐 阜 県 公 報 令和２年11月13日 ( 550 )



道
路
の
種
類

路
線
名

区

間

区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

一
般
国
道

四
百
十
七

号

揖
斐
郡
池
田
町
片
山
字
中
島

六
七
〇
番
三
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

六
七
一
番
四
地
先
ま
で

後 前�･�〜�･� �･�〜�･���･� ��･�

別
記
第
五
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
北
方
町
に
係
る
農
業
振
興
地
域
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、｢

別
図｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
岐
阜
県
農
政
部
農
村
振
興
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜

農
林
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

北
方
地
域

北
方
町
の
区
域
の
う
ち
、
別
図
の
青
色
で
着
色
し
た
区
域
と
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
並
び
に
岐
阜
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
、
瑞
穂
市
都
市
整
備

部
都
市
開
発
課
、
岐
南
町
建
設
部
建
設
課
、
笠
松
町
建
設
部
建
設
課
及
び
北
方
町
都
市
環
境
課

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
区
域
区
分

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
並
び
に
岐
阜
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
、
瑞
穂
市
都
市
整
備

部
都
市
開
発
課
、
岐
南
町
建
設
部
建
設
課
、
笠
松
町
建
設
部
建
設
課
及
び
北
方
町
都
市
環
境
課

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

美
濃
加
茂
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
並
び
に
美
濃
加
茂
市
建
設
水
道
部
都
市
計
画
課
、
坂
祝
町
産
業

建
設
課
、
富
加
町
建
設
課
及
び
川
辺
町
基
盤
整
備
課

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

土
岐
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
並
び
に
土
岐
市
建
設
水
道
部
都
市
計
画
課

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

本
巣
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
並
び
に
本
巣
市
産
業
建
設
部
都
市
計
画
課

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

都
市
計
画
法(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
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公

示

各

務

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和

二
・
一
一
・

四

認

可

年

月

日

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

下
呂
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
並
び
に
下
呂
市
建
設
部
建
設
総
務
課

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)
第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
二
項
第
三

号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
、
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
並
び
に
別
表
第
三
五
の
項
に�
の
欄

の
規
定
に
よ
り
数
値
等
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
の
で
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
す
る
区
域

岐
阜
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
北
方
町
に
係
る
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域

二

区
域
の
区
分
及
び
制
限
の
数
値

次
の
と
お
り
と
す
る
。

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
都
市
建
築
部
建
築
指
導
課
、
岐
阜
県

岐
阜
・
西
濃
建
築
事
務
所
及
び
北
方
町
都
市
環
境
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

三

適
用
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

〇
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
-タ
ン
デ
ム
質
量
分
析
計
(Ｌ
Ｃ
―

Ｍ
Ｓ
／
Ｍ
Ｓ
)
の
賃
貸
借
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
２
年
８
月
25日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
２
年
10月
13日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
桜
１
丁
目
１
番
10号

Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社
東
海
支
店

支
店
長
野
田
礼
史

６
落
札
金
額
91,149,080円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
保
健
環
境
研
究
所
総
務
課
管
理
調
整
係

�
所
在
地
各
務
原
市
那
加
不
動
丘
１
丁
目
１
番
地

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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令
和
二
年
十
一
月
十
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


